
令和４年度

町 政 懇 談 会
≪ 次 第 ≫

１ 開 会
２ あいさつ
３ これまでの取組と今後のまちづくりの方針
４ 事前質問に対する回答
５ 意見交換
６ 閉 会



町政懇談会を進めるにあたってのお願い
●目的
町が取り組む施策の成果や今後のまちづくりの方針等を説明させて
いただき、町⻑と地域住⺠の皆様との懇談を通じて、地域の課題や
意見等を伺い、今後の行政運営につなげることを目的としています。

●懇談会の進め方
①町⻑からこれまでの取組や今後のまちづくりの方針等について説明します。
②事前に各区から提出された質問等について回答させていただきます。
③参加者の皆さんと意見交換をフリートーク形式で行います。
※質疑等は、③の意見交換の時にお受けします。



これまでの取組と
今後のまちづくりの方針

町長報告事項



①学校教育について

②火葬場の整備について

③し尿処理施策について

町長報告事項



学校教育について

町長報告事項

令和５年４月 ３小学校を１小学校に再編

令和６年４月 義務教育学校スタート

学校づくり ＝ まちづくり



火葬場の整備について

町長報告事項

中川根斎場 昭和59年供用開始（築38年） 本川根斎場 昭和63年供用開始（築34年）

写真挿入



し尿処理施策について

町長報告事項

クリーンピュア川根本町
（三津間地区）

平成15年４月供用開始（築19年）

し尿処理施設運営委員会で今後の
し尿処理方法について検討がされ、
外部委託の方針が決定。



安心・安全、そして未来・創造を繋げる町に

①移住・定住の促進

②主要産業の活性化の推進

町長報告事項



①移住・定住の促進

○移住者向けに相談・支援を一本化

○ＩＣＴを活用したリモート相談窓口

○子育て支援の充実／空き家利活用

○働く場所の提案／リモートワーク

○川根本町での暮らしを情報発信

町長報告事項



②主要産業の活性化の推進

○農業・林業・観光業のブランド化と
後継者の担い手育成

○川根茶ブランディング戦略化

○新たな農産物の開発／情報発信

○川根本町の自然・文化・歴史を再認識し
戦略的に情報発信ＰＲ

町長報告事項



町長報告事項

重点施策 ～３つの柱～

① 安心
●医療体制、健康づくりの推進

●高齢者等に対する自立した
生活支援とサービスの強化

すべての町民が安心して暮らせる町に。

●子育て支援の充実

●仕事と子育ての両立しやすい環境



町長報告事項

② 安全
●町ぐるみで取り組む危機管理対応

ここに住む人々の安全な暮らしを守る。

●異常気象や地球環境の変化を注視
した防災減災対策の強化

●生活道などのインフラ整備

●新型コロナウイルス対策の強化

●「大切な水」を守り、流域市町との
連携による自然環境保護



町長報告事項

③ 未来
●移住・定住対策の強化

未来・創造をつなげる町に。

●女性力の活用の推進

●地域内外のマンパワーをフル活用した
町の賑わい創出

～誰もが川根本町を誇りに思える環境の創出～

●ＩＣＴ活用によるサテライトオフィス等の企業誘致

●既存施設の有効活用／ＳＤＧｓ促進

●世界で活躍する子供を育成するための教育の推進



町長報告事項
直線の道を作ることは簡単

カーブを作ることは難しい。

カーブを作る起点を決める。＝ 町⻑

★



副町長報告事項

デジタル技術を活用した
行政サービスの向上



副町長報告事項

インターネット利用状況（個人）
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総務省「通信利用動向調査」より



副町長報告事項

・人口減少→人手不足への対応

（財務省ＨＰより）

・新型コロナウイルス感染症

→感染拡大防止

１ なぜデジタル化が急速に進んだか



副町長報告事項

２ デジタル化の事例 ②、③、⑤：総務省「令和３年版 情報通信白書」より

① デジタル技術を活用した授業

③ オンラインドクター

② オンラインツアー

④ リアルタイムの映像配信 ⑤ 災害時のドローン活用



副町長報告事項

３ 役場もデジタル化
行政サービスの向上



マイナンバーカード交付状況 （９月末現在：川根本町）

対象人口 交付数 交付率

0-9歳 199 76 38.2%
10-19歳 338 161 47.6%
20-29歳 334 189 56.6%
30-39歳 416 187 45.0%
40-49歳 491 258 52.5%
50-59歳 726 401 55.2%
60-69歳 1,033 585 56.6%
70-79歳 1,171 669 57.1%
80-89歳 1,006 472 46.9%
90-99歳 383 121 31.6%
100歳- 18 5 27.8%
計 6,115 3,124 51.1%

副町長報告事項
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副町長報告事項

マイナンバーカードのメリット



申請時に必要なもの

①通知カード
（紛失された方は紛失届を提出）

副町長報告事項

②本人確認書類
10分程度で手続き完了です。
私たちにお任せください！



出張窓口の開設について

出張窓口…５人以上の希望者がいる場合

連絡先 税務住民課【56-2222】

副町長報告事項

開催希望日の
１ヶ⽉程度前に
ご連絡をお願いします。



町の教育方針について

教育長報告事項



教育長報告事項

川根本町の未来を担う子供たちのための教育を目指して

大切にしたいこと

川根本町の教育は未来指向で

町から世界へ・世界から町へ

町の財産(人・もの・こと)を丸ごと学校へ

川根本町の学校だからこそできること

学校を地域交流の発信地へ
令和３年度に行われたプロジェクトワーキングより

（保護者・地域代表・教職員で協議）



教育長報告事項
＜北地域＞

令和５年度北地域

（仮称）本川根学園を開校令和６年度北地域

現在の校舎を最大限
活用します

北地域義務教育学校を開校
（本川根小学校と本川根中学校の再編）

※本川根小の校舎を使用

小・中ともに
同じ教育目標に

向かって教育活動
を進めます

小中学生が交流授業や
交流活動を通して、

義務教育学校開校に向
けて準備します

本川根中学校 本川根小学校



教育長報告事項
＜南地域＞

（仮称）中川根小学校を開校

中川根第一小、中央小、中川根南部小中川根中学校

令和５年度南地域

（仮称）中川根学園を開校令和６年度南地域

３校の伝統や文化を踏まえ、
良 さ を 融 合 し 、 児 童 一 人
一人が安心して学習できる
学校づくりを進めます

小中学生の交流の

機会を増やし、義務
教育学校開校に向け
て準備します

現在の校舎を最大限
活用します

南地域義務教育学校を開校
（（仮）中川根小学校と中川根中学校の再編）



教育長報告事項

学校運営協議会

・学校運営や教育課程
・学校に必要な支援

・地域学校協働活動などに
ついて協議

学校・保護者・地域が協働して子供の育ちを支えていくしくみを作ります

保護者代表、地域の方代表、

CSディレクター、CS推進員、

校長など

・授業や行事の支援
・読み聞かせ
・登下校の見守り
・環境整備など支援活動に

参加

地域学校協働本部

コミュニティ・スクールとしてスタートしました

地域の皆さん



これからの川根本町を皆さんと共
により良くしていくため、皆さん
からのご意見やご要望をお聞かせ
ください。



～ 意見交換 ～



本日は、町政懇談会へご参加
いただきありがとうございま
した。

本日、皆様からいただいたご意見等の要旨や
懇談会の様子は町のホームページで公開させ
ていただきます。


